
                                                                                                                

 

 

校長 安部 貴史  

 

草木の緑が濃くなり、本格的な夏が間近になってきました。学校では、プールの清掃が終わり、水

泳指導の準備を進めているところです。５月は、個人面談のために保護者の皆様にはご都合をつけて

いただきました。お子様の状況を共通理解するための面談、ありがとうございました。 

さて、今年度より本校では、第５・６学年において教科担任制の推進校としての取組とともに、主

体的な学びを児童ができることを目指した指導に取り組んでいます。 

これは、変化の激しいこれからの時代を生きる子供たちには知識、技能や考え方等を受け取る学び

から、児童自身が課題を見いだし、必要な知識、技能を自ら獲得していくことが、必要だからです。 

教科担任制により、５・６年生は、今までよりも多くの教員から直接指導を受けることで、思考の

幅を広げることも期待しています。また、指導の中で、児童が学習の計画を立てる場面を作るように

しています。学ぶべきことを個々に合わせてということが理想ですが、一方で学校はみんなでの学び

の場ですので、個々の学びと集団の学びがバランスよく展開できることが重要です。 

新たな取組ですので、試行錯誤しながらの指導となりますが、子供とともに教員が考えて指導して

いること自体が子供たちの学びとなります。「自立」を目指し、こうした指導を積み重ねていくこと、

そして、子供同士のかかわり、ここでの学びの中で課題と向き合うことや様々な立場の人のことを考

えていくことが、個々の考えを深めていくことにつながります。 

一学期の後半、日々の指導の積み重ねを大切に、成長を見つめていきます。引き続き、本校の教育

活動へのご理解とご協力をよろしくお願いします。 

 

２０２６年（令和８年）５月２９日 
町田市立鶴川第二小学校 
電 話 ７３５－５４９８ 

     
※ホームページは「鶴川第二小学校」で検索してください。 
学校日記、各種おたより、学校情報等がご覧になれます。 

 
                                            

         
                                  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

第３号 

学校公開 ＜６月１３日（土）＞ 

新しい学年での子どもたちの学校での様子をご覧ください。 

なお、MNE（Machida Next Education）で取り組んでいる指導の工夫や取組などの説明を中休みに行い

ます。授業をご参観いただくことがいちばんですが、対話的な活動の重視や ICTの活用等についての本校

の状況を簡単にお伝えさせていただきます。 

※今年度は、第５学年がこの日にセーフティ教室を実施します。５年生の保護者の皆様以外もご参観いた

だいても結構です。 

※道徳授業地区公開講座は、７月の保護者会の日の５校時に道徳の授業をご参観いただき、保護者会の冒

頭で意見交換を行うようにします。 

ふれあい月間 

東京都では、６月、11月を都内全公立小中学校に

おいて、いじめ防止などの取組みを強化する月とし

ています。 

文部科学省のいじめ防止基本方針が改定され、児

童自身意識を高めるための話し合いをすることや

迅速な対応等について記載されています。 

いじめは、大人も子供も意識を高めていくことで

防ぎ、止めることができます。人権尊重の意識を高

め、互いを大切にすることを指導していきます。ご

家庭でもお話していただけると幸いです。 

一斉下校訓練 ６月 12日（金） 

風水害等を想定し、集団で下校するための避難訓

練を５校時に実施します。緊急解散場所まで、教職

員が引率しての下校訓練です。 

風水害等の場合、メール配信後、教職員が学年別、

方面別に緊急解散場所（通称 鶴二ポイント）まで

引率して集団下校をする場合があります。お子様と

鶴二ポイントを確認くださるようお願いします。 

※訓練時、鶴二ポイントまで行くことが原則ですが、

直接まちともへ行くことも可とします。ご家庭で

確認ください。 

愛の鐘 

子どもたちが家に帰る合図としての鐘が 17時 30分に鳴っています。夏至が近くなり、日が長くなって

いますが、子どもだけで遅くまで外にいることは、安全上心配なことあります。ご家庭でもこうした鐘を

目安に帰宅時刻等、ご確認くださるようお願いします。 
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【学校からのお願い】 
新しい学年の生活に慣れ、改めて学校生活について確認できる時期となりました。年度初めに確認しき

れなかったこともあるかと思います。以下のこと、改めてご確認ください。 

○欠席や遅刻等の連絡 

「tetoru」の連絡機能を使用し、８時 30 分までにご連絡をくださるようお願いします。（８時 30 分以降

は、学校にお電話ください。） 

※事前に、ご家庭の都合等でお休みの予定がわかっている場合は、連絡帳等でお知らせくださるようお願

いします。（「tetoru」の確認は、原則として当日の朝に行っている関係で、確認ミスにつながる可能性

があります。ご理解ください。） 

※慶弔や感染症等によるお休みの場合は、規定に従って忌引きや出席停止とする場合があります。この判

断は、規定に従って学校で行いますのでご承知おきください。 

○学校でけがや病気があった場合 

ご家庭よりいただいている連絡先にお電話をさせていただきます。お電話に出られない場合は、折り返

しのお電話をいただくなど、連絡がとれるようにお願いします。 

○遅刻や早退をするときの原則 

安全上、原則として保護者の方がお子様に付き添ってください。そして、担任等とのお子様の引き取り、

引き渡しを対面で行ってください。 

○忘れ物等への対応 

学校が休みの土、日曜日は、機械警備となっており校内に入ることができません。また、下校後に取り

に来ることも、児童の安全上、よいことではありません。内容にもよりますが、どうしてもという場合

には、休みの日を除きますが、ご相談ください。なお、児童自身が、事情を話すことも大切なことと考

えています。 

○タブレット PCの扱いについて 

学習活動に使用することをご確認ください。貸与したタブレット PC 端末は、有害サイトのブロックや

危険なサイトへの検索の見守りをしていますが、目的に応じた使い方をすることが安全のためには大切

なことです。見守り等は、完璧なものではありません。学習に使用する道具ということをご家庭でも確

認してください。 

※有害サイトや命にかかわるような検索があった場合は、市の見守りサイトより学校に連絡がくるように

なっています。その場合は、お子様やご家庭に確認をさせていただく場合があります。 

【６月の目標 等】 

＜生活の目標＞ 「遊び方を工夫しよう」  梅雨の時期、学校の内と外での活動を考えましょう。 

＜保健の目標＞ 「歯を大切にしよう」   歯科検診が終わりました。歯を大切にする意識を高め

ましょう。 

＜給食の目標＞ 「せっけんで手をきれいに洗いましょう」 ていねいに手洗いをしましょう。 

梅雨の時期に入ります。湿度が高く、蒸し暑い時期、健康や安全に生活するためにもどの目標も、

改めて生活の中で意識して行動できているのかを考えることが大切です。 

ご家庭でもご留意ください。 

【教職員等について】 
＜特別支援教育支援員＞ 

 ５月１日より主になかよし学級において支援に入っています。    岩井 史子 支援員 

＜エデュケーションアシスタント＞ 

 ６月１日よりお迎えしました。                  内野 由紀子 さん 

 生活指導補助員として入っていただいている佐藤補助員と共にエデュケーションアシスタントとして、

主に１・２年生のアシスタントに入っていただきます。 

 ※４・５月にお世話になった水垣補助員は、５月で任期満了となります。ありがとうございました。 

＜教育実習＞５月 11日～６月５日 

 現在、２名の教育実習生が本校で実習を行っています。第３学年１組と第６学年３組で主に実習を行っ

ています。本校での児童との関わりを通して、よい先生となってほしいと思っています。 

＜インターンシップ等＞ 

 大学生が、特別支援教育の理解のために特別支援学級において実習を行うことが大学のおカリキュラム

にあります。年間を通して大学生が実習をしています。ご承知おきください。 


